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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扉の開放端側に設けられるラッチ錠と、扉内外の扉面に縦向きにハンドルを取り付ける
ための座と、扉内側の座に押し引き両操作可能に保持される内側ハンドルと、扉外側の座
に押し引き両操作可能に保持される外側ハンドルと、当該内外両側のハンドルを押し引き
の中間位置に保持するバネとを備え、更に、中間位置からの内側ハンドルの押しまたは引
き操作あるいは外側ハンドルの押しまたは引き操作の何れを行っても、前記ラッチ錠のラ
ッチボルトの後退を許容させる作動機構を設けて成り、前記作動機構は、前記扉内外両側
の座のそれぞれ内部に略中央部がピンにより回動可能に軸支され上下のリンクを連設した
作動部材と、前記内外両側のハンドルに各々一体的に設けられた連設部材とを備え、前記
連設部材には上下に前記内外両側のハンドルの押しまたは引き操作方向に延びる長孔を形
成し、前記作動部材の上下のリンクに突設された係入ピンを前記上下の長孔に係入させて
あり、前記内外両側のハンドルの押しまたは引き操作の何れを行っても、扉内外両側の作
動部材の何れかの係入ピンが前記上下の長孔の左右の端部の何れかに押され、該係入ピン
を介して前記作動部材が時計方向あるいは反時計方向に回動し、前記ラッチボルトの後退
を許容させるように構成してあるハンドル錠。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ハンドルの開扉方向への押し或いは引き操作によりラッチ錠が解錠され、そ
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の儘の動作を続けることで扉が開放されるように構成した所謂プッシュ・プル式のハンド
ル錠に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　上記のハンドル錠は、ラッチ錠を解錠させるハンドル操作に関連させて、扉を開扉させ
るので、使い勝手が非常に良く、例えば戸建住宅やマンション等の集合住宅の玄関扉、そ
の他、オフィスの入口扉などに広く使用されている。
【０００３】
　戸建住宅やマンション等の集合住宅では、一部には玄関扉を内開きに設けることもある
が、居住スペースを広くすることを考慮して、玄関扉を外開きに設けることが多く、オフ
ィス等では、スペースに余裕があるので、防犯上の観点や作業の能率化を図る観点から、
入口扉を内開きに設けることが多い。
【０００４】
　ところで、例えば外開き扉用のハンドル錠を内開き扉にも使用しようとすれば、引く側
のハンドル即ち室外側のハンドルを室内側に、かつ、押す側のハンドル即ち室内側のハン
ドルを室外側に取り付ける必要があるが、この場合、防犯上、次のような不都合を生じた
。
　即ち、ハンドル錠のハンドルを扉内外の扉面に取り付けるための座の取り付けネジは、
一般に扉内側の座に露出しており、この扉内側の座を室外側に使用すれば、室外側からは
誰でも取り付けネジを外して座を取り外すことができ、誰でも自由に解錠、開扉すること
ができることになる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　このような理由から、従来は、外開き扉と内開き扉に対して、それぞれに対応した二種
類のハンドル錠を製造する必要があった。
　従って、製造費は勿論のこと、管理費等を含めた製造原価が極めて高価になった。
【０００６】
　また、ハンドル錠の取り付け位置が限定される扉の種類あるいは使用者の好み（意匠面
や操作性など）に応じて、ハンドルを扉面に縦向きに取り付ける場合と横向きに取り付け
る場合とに対処できるするためには、更に二種類の縦向き専用と横向き専用のハンドル錠
を必要としたのであり、ここで縦向き専用と横向き専用のハンドル錠とは、錠ケースと錠
ケースに内蔵される錠機構部品とによる錠本体とハンドルとを含む広義のもので、互いに
錠本体とハンドルとの互換性が全くないことから、製造コストが大幅にアップする上に、
部品の管理面などでも多大の問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記従来の欠点を解消するためのもので、一種類のハンドル錠によって、外
開き扉や内開き扉の両方に使用できるようにしたものである。
　また、ハンドル錠を縦向きハンドル用と横向きハンドル用とに共用できるようにしたも
のである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明にかゝるハンドル錠は、扉の開放端側に設けられるラッチ錠と、扉内外の扉面に
縦向きにハンドルを取り付けるための座と、扉内側の座に押し引き両操作可能に保持され
る内側ハンドルと、扉外側の座に押し引き両操作可能に保持される外側ハンドルと、当該
内外両側のハンドルを押し引きの中間位置に保持するバネとを備え、更に、中間位置から
の内側ハンドルの押しまたは引き操作あるいは外側ハンドルの押しまたは引き操作の何れ
を行っても、前記ラッチ錠のラッチボルトの後退を許容させる作動機構を設けて成り、前
記作動機構は、前記扉内外両側の座のそれぞれ内部に略中央部がピンにより回動可能に軸
支され上下のリンクを連設した作動部材と、前記内外両側のハンドルに各々一体的に設け
られた連設部材とを備え、前記連設部材には上下に前記内外両側のハンドルの押しまたは
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引き操作方向に延びる長孔を形成し、前記作動部材の上下のリンクに突設された係入ピン
を前記上下の長孔に係入させてあり、前記内外両側のハンドルの押しまたは引き操作の何
れを行っても、扉内外両側の作動部材の何れかの係入ピンが前記上下の長孔の左右の端部
の何れかに押され、該係入ピンを介して前記作動部材が時計方向あるいは反時計方向に回
動し、前記ラッチボルトの後退を許容させるように構成してある点に特徴がある。
【０００９】
【００１０】
　本発明によるハンドル錠を、外開きタイプの扉に取り付けた場合は、中間位置に保持さ
れた外側ハンドルの引き操作ならびに内側ハンドルの押し操作によって、或いは、ハンド
ル錠を内開きタイプの扉に取り付けた場合は、中間位置に保持された内側ハンドルの引き
操作ならびに外側ハンドルの押し操作によって、ラッチ錠のラッチボルトが後退あるいは
後退が許容されるもので、後は、その儘の動作を続けることで扉が開放されることになる
。
【００１１】
　従って、ハンドルの組み立て並びに分解用の止めネジ関係を扉内側に配置すれば、作動
機構を含むハンドル一式についての入れ換えを一切せずに、従来と同様に錠本体は単にラ
ッチボルトの取り付け向きだけを変更するだけで、構成部材を共通にして、防犯上の不都
合が生じることなく、一種類のハンドル錠で内開き扉にも外開き扉にも使用することがで
きる。
【００１２】
【００１３】
　要約すれば、本発明では、防犯上の不都合を生じることのないハンドル錠を、構成部材
を共通にして、外開き扉と内開き扉とに兼用構成でき、従って、一種類のハンドル錠で外
開きタイプと内開きタイプの二種類の扉用として、構成部材を共通にして使用できること
から、ハンドル錠の製造コストを大幅にダウンできる上に、部品の管理面ならびに保管ス
ペース面での改善も達成される。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明によるハンドル錠の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１はハンド
ル錠のハンドルを扉面に縦向きに取り付けた外開き扉の概略正面図、図２は扉の開放端側
から見たハンドル錠の側面図、図３は錠ケースの一部を破断して示すハンドル錠の正面図
、図４は縦向きハンドルの縦断側面図、図５はラッチボルトの斜視図、図６はラッチ錠の
一部を破断したハンドル錠の平面図を示している。
【００１５】
　図７は外開き扉の内側ハンドルの押し操作状態を示す断面図、図８は外開き扉の外側ハ
ンドルの引き操作状態を示す断面図、図９はラッチボルトに対するロッキングピースの離
脱状態を示す説明図、図１０は内開き扉の内側ハンドルの引き操作状態を示す断面図、図
１１は内開き扉の外側ハンドルの押し操作状態を示す断面図である。
【００１６】
　図１２はハンドル錠のハンドルを横向きに取り付けた外開き扉の部分正面図、図１３は
横向きハンドル用としたハンドル錠の一部を破断した正面図、図１４は横向きハンドル用
としたハンドル錠のラッチボルに対するロッキングピースの離脱状態を示す説明図、図１
５は作動機構の作動部材を正逆方向に回動させるように構成した縦向きハンドルの縦断側
面図、図１６は縦向きハンドル用としたハンドル錠の一部の破断正面図、図１７は横向き
ハンドル用としたハンドル錠の一部の破断正面図を示している。
【００１７】
　図１～図４において、図中の１はヒンジ２，２を介して扉枠３に蝶着された例えば外開
きの扉、４は扉１の開放端側に設けられたハンドル錠で、シリンダ５のキー孔６に差し込
まれる扉外側でのキー操作または扉内側でのサムターン７の操作によって施解錠される本
締まり錠（デッドボルト８のみを示している。）と、ラッチ錠９とを、錠ケース１０に内
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蔵している。
【００１８】
　１１ａ，１１ｂは錠ケース１０を挟んで扉内外の扉面に取り付けられたハンドルで、こ
の実施の形態では、上下の座１２，１３を介してハンドル１１ａ，１１ｂを縦向きにして
取り付けているが、図１２に示して後述するように、ハンドル１１ａ，１１ｂを座１２，
１３を介して扉面に横向きに取り付けることも選択できる。
【００１９】
　この一対のハンドル１１ａ，１１ｂは、それぞれ下部側の座１３，１３に押し引き可能
に保持され、かつ、各ハンドル１１ａ，１１ｂは、詳細を後述するように、バネ１４，１
４によって押し引きの中間位置に保持されるように構成されている。
　１５，１５は中間位置に保持された内側ハンドル１１ａの押し操作ならびに外側ハンド
ル１１ｂの引き操作によって、前記ラッチ錠９のラッチボルト１６の後退を許容させる作
動機構である。
【００２０】
　以下、具体構造について説明すると、上記のラッチ錠９は、特に限定されるものではな
いが、この実施の形態では、いわゆる反転ラッチ式に構成しており、図５に示すように、
先端の扉閉じ方向の面を傾斜面１６ａとし、他方の面を扉枠３側のストライキ１７の受孔
１８に係合する係合面１６ｂとした平面形状がほゞ菱形のラッチボルト１６の後部側に、
バネ受け面１６ｃを傾斜させた凹部１６ｄを形成すると共に、ラッチボルト１６の上下の
膨出部１６ｅ，１６ｅに、前後方向の係止溝ａ，ａを幅方向の略中央部に形成し、このラ
ッチボルト１６とラッチバネ１９とを、錠ケース１０のフロントプレート２０を取り外し
た状態で、ラッチバネ１９とラッチボルト１６の順に、錠ケース１０内のラッチケース２
１に嵌入し、かつ、錠ケース１０にフロントプレート２０を取り付けている。
【００２１】
　そして、それぞれ先端の係止片ｂ，ｂがラッチボルト１６の係止溝ａ，ａに係止してラ
ッチボルト１６の反転を阻止する上下一対のロッキングピース２２，２２を、ピン２３を
介して錠ケース１０に枢着すると共に、各ロッキングピース２２の係止片ｂ，ｂを係止溝
ａ，ａに付勢係止させるツル巻きバネ２４，２４を設け、かつ、ロッキングピース２２，
２２のそれぞれに、ラッチボルト１６の後部側で重なり合う部材２５，２５を連設して、
この連設部材２５，２５を、それの重なり合い部に形成の長孔ｃに挿通される連結ピン２
６によって連結し、前記ロッキングピース２２，２２の一方の係止片ｂを係止溝ａから離
脱させた際に、これに連動してロッキングピース２２，２２の他方の係止片ｂも係止溝ａ
から離脱させるようにしている。
【００２２】
　更に、一方のロッキングピース２２に、このロッキングピース２２を回動させて、これ
の係止片ｂをラッチボルト１６の係止溝ａから離脱させる縦向きハンドル用の操作部材２
７を連設すると共に、連結ピン２６による一対のロッキングピース２２，２２の連結部に
は、この連結部をラッチボルト１６の後部側に押圧して、一対のロッキングピース２２，
２２の係止片ｂ，ｂをラッチボルト１６の係止溝ａ，ａから離脱させる横向きハンドル用
の操作部材２８を設けている。
【００２３】
　従って、前記ラッチ錠９のラッチボルト１６は、常時はラッチバネ１９の付勢力によっ
てフロントプレート２０の出入口２０ａから突出しており、閉扉時には、閉扉動作に伴う
扉枠３側のストライキ１７の端面１７ａと傾斜面１６ａとの作用でラッチボルト１６が一
旦摺動後退し、その後、ラッチボルト１６が扉枠３側のストライキ１７の受孔１８に突入
して係合するもので、このラッチボルト１６の係止溝ａ，ａには、ロッキングピース２２
，２２の係止片ｂ，ｂが係止して、ラッチボルト１６の反転が阻止されていることから、
扉３は風圧等で開かない施錠状態となる（図３及び図６を参照）。
【００２４】
　上部側（錠ケース１０側）のハンドル取り付け座１２，１２は、扉面に接する受け部材
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２９と、この受け部材２９を扉面に押し付ける押圧部材３０とから成り、かつ、内側ハン
ドル１１ａの押圧部材３０に、取り付けネジ３１の挿通孔ｄを形成した押圧板３２を設け
る一方、外側ハンドル１１ｂの押圧部材３０には、扉１をほゞ貫通する取り付けネジ螺着
用の雌ネジを設けた取付柱３３を設けて、この取付柱３３の雌ネジに扉１内側から取り付
けネジ３１を螺着することで、上部側のハンドル取り付け座１２，１２を、扉１内外の扉
面に取り付けるようにしている。
【００２５】
　下部側（錠ケース１０とは反対側）の内側ハンドル１１ａ用の取り付け座１３は、扉面
に接する受け部材３４を備えており、この受け部材３４に取り付けネジ３５の挿通孔ｅを
形成する一方、外側ハンドル１１ｂ用の取り付け座１３には、扉１をほゞ貫通するネジ螺
着用の雌ネジを設けた取付柱３６を設けて、この取付柱３６の雌ネジに扉１の内側から取
り付けネジ３５を螺着することで、下部側のハンドル取り付け座１３，１３を、扉１内外
の扉面に取り付けるようにしている。
【００２６】
　ハンドル１１ａ，１１ｂのそれぞれは、例えば中空の金属製（中空でなくともよく、ま
た、合成樹脂製であってもよい。）であって、握り部の上下の空間部に断面コの字状の保
持部材３７，３８を固着し、かつ、下部側の保持部材３８，３８にフックｆ，ｆを切り起
こして、このフックｆ，ｆを下部側の座１３，１３に係止連結し、この係止連結部にハン
ドル１１ａ，１１ｂを枢支し、ハンドル１１ａ，１１ｂの押し引きを可能にしているので
ある。
【００２７】
　尚、下部側のハンドル取り付け座１３，１３のそれぞれには、フックｆを係止保持させ
るためのバネ部材３９，３９を設けている。
　また、内側ハンドル１１ａを上下のハンドル取り付け座１２，１３に保持させた状態で
、この内側ハンドル１１ａを座１２，１３に固定するために、止めネジ４０，４０を設け
ている（図２を参照）。
【００２８】
　作動機構１５，１５は、次のように構成されている。即ち、錠ケース１０とこれの蓋体
４１とに、それぞれＴ字状の開口部（蓋体４１側の開口部を図３に仮想線で示している。
）４２，４２を形成すると共に、前記一方のロッキングピース２２に連設の操作部材２７
に下部側から係止する連動部材４３を、開口部４２，４２を迂回させるようにして、前記
錠ケース１０に上下にスライド可能に設ける一方、上部側のハンドル座１２，１２の内部
には、それぞれ開口部４２，４２の上下方向に延びる縦部分４２ａ，４２ａを通して遊端
側を錠ケース１０内に挿入させるように、内側ハンドル用と外側ハンドル用の作動部材４
５ａ，４５ｂを、ピン４４を支点に回動可能に枢着し、この作動部材４５ａ，４５ｂのそ
れぞれに、上向きと下向きにリンク４６，４６を連設している。
【００２９】
　そして、各ハンドル１１ａ，１１ｂの上部側の保持部材３７，３７に、コの字状の連設
部材４７，４７を連設して、この連設部材４７，４７に、ハンドル押し引き方向の長孔ｈ
，ｈを形成する一方、前記リンク４６，４６の遊端側には、長孔ｈ，ｈに係入するピン４
８，４８を設け、かつ、このピン４８，４８を長孔ｈ，ｈの互いに異なる方向の孔端部に
係止させる機能と、図４に示される如くハンドル１１ａ，１１ｂを押し引きの中間位置に
保持させる機能とを発揮させるように、前記バネ１４，１４を作動部材４５ａ，４５ｂの
枢着ピン４４，４４に保持させているのである。
【００３０】
　上記の構成によれば、ラッチ錠９による扉１の施錠状態（図３及び図６を参照）におい
て、図７に示すように、外開き扉１を開扉するように、図４に示す中間位置に保持されて
いる内側ハンドル１１ａを押し操作すると、連設部材４７の下部側長孔ｈの左端に係止し
ているピン４８が押されて、このピン４８とリンク４６とを介して作動部材４５ａが枢着
ピン４４を支点に上方に回動する。
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【００３１】
　或いは図８に示すように、中間位置に保持されている外側ハンドル１１ｂを引き操作し
た場合は、連設部材４７の上部側長孔ｈの左端に係止しているピン４８が引かれて、この
ピン４８とリンク４６とを介して作動部材４５ｂが枢着ピン４４を支点に上方に回動する
のであり、この回動に伴って、図９に示すように、連動部材４３が上方にスライドし、一
方のロッキングピース２２に連設の操作部材２７が、上記連動部材４３の作動部４３ａに
よって押動され、このロッキングピース２２が反時計方向に回動し、かつ、連結ピン２６
による連設部材２５，２５どうしの連結部を介して、他方のロッキングピース２２も時計
方向に回動することで、これら一対のロッキングピース２２，２２の係止片ｂ，ｂがラッ
チボルト１６の係止溝ａ，ａから離脱するのであって、ラッチボルト１６の反転が可能に
なるのである。
【００３２】
　従って、この儘の開扉動作を続けると、図６の仮想線の如く、ラッチボルト１６が反転
して、それまではストライキ１７の受孔１８に係合していた係合面１６ｂが傾斜姿勢に切
り換えられ、この傾斜係合面１６ｂとストライキ１７の受孔１８との作用でラッチボルト
１６が一旦摺動後退し、開扉される。開扉後、ラッチボルト１６は、ラッチバネ１９の付
勢力によってフロントプレート２０の出入口２０ａから突出し、図６の実線状態に示され
る元の姿勢に復帰するのである。
【００３３】
　上記構成のハンドル錠４は外開き扉用であるが、フロントプレート２０を取り外して、
ラッチ錠９のラッチボルト１６をラッチケース２１から抜き出し、このラッチボルト１６
のストライキ１７に対する係合向きを反転させて、ラッチケース２１に戻し、かつ、フロ
ントプレート２０を錠ケース１０に取り付けることで、ハンドル錠４を内開き扉用のもの
に組み替えることができる。
【００３４】
　このように組み替えたハンドル錠４を、内開き扉１の開放端側に設けて、図１０に示す
ように、内開き扉１を開扉するように、図４の中間位置に保持されている内側ハンドル１
１ａを引き操作すると、連設部材４７の上部側長孔ｈの右端に係止しているピン４８が引
かれて、このピン４８とリンク４６とを介して作動部材４５ａが枢着ピン４４を支点に上
方に回動する。
【００３５】
　或いは図１１に示すように、図４の中間位置に保持されている外側ハンドル１１ｂを押
し操作すると、連設部材４７の下部側長孔ｈの右端に係止しているピン４８が押されて、
このピン４８とリンク４６とを介して作動部材４５ｂが枢着ピン４４を支点に上方に回動
することから、後は、図９に示して前記したと同様にラッチボルト１６は反転が可能とな
るもので、この儘の開扉動作を続けることによって、内開き扉１を開扉させることができ
るのである。
【００３６】
　即ち、ハンドル１１ａ，１１ｂの組み立て並びに分解用の取り付けネジ３１，３５，４
０の関係を扉内側に配置したままで、作動機構１５，１５を含むハンドル一式についての
入れ換えは一切せずに、単にラッチボルト１６の取り付け向きを変更するだけで、構成部
材を共通にして、防犯上の問題を一切伴うことのないハンドル錠４を、外開きタイプと内
開きタイプとに兼用できるものを提供することができるのである。
【００３７】
　更に、図示したように、前記作動部材４５ａ，４５ｂの遊端側を錠ケース１０内に突入
させるための開口部４２，４２として、これをＴ字状に形成して、横向きハンドル用の操
作部材２８を、開口部４２，４２の左右方向に延びる横部分４２ｂ，４２ｂ（図３参照）
に相対峙させるように配置しているので、図１２及び図１３に示すように、作動機構１５
，１５の作動部材４５ａ，４５ｂを開口部４２，４２の横部分４２ｂ，４２ｂに挿通させ
るようにして、ハンドル取り付け座１２，１３と作動機構１５とを含むハンドル一式を、
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扉内外の扉面に横向きに取り付けることで、上記した外開きタイプと内開きタイプに兼用
できるハンドル錠４を、それぞれ縦向きハンドル用と横向きハンドル用のハンドル錠にも
兼用することができる。
【００３８】
　このように構成したハンドル錠４においては、扉内外のいずれのハンドル１１ａ，１１
ｂにおいても、これを中間位置から押し操作または引き操作することによって、作動機構
１５，１５の作動部材４５ａ，４５ｂがそれぞれ同方向に回動して、横向きハンドル用の
操作部材２８を押圧することで、図１４に示すように、一対のロッキングピース２２，２
２の係止片ｂ，ｂがラッチボルト１６の係止溝ａ，ａから離脱して、ラッチボルト１６の
反転が可能になるのであって、この儘ハンドル１１ａ，１１ｂの押しあるいは引き動作を
続けることによって扉１を開扉させることができるのである。
【００３９】
　尚、錠ケース１０とこれの蓋体４１とに設けた開口部４２，４２として、これをＴ字状
に形成することは必須の用件ではなく、作動部材４５ａ，４５ｂを縦向き又は横向きに取
り付けた状態で、一対のロッキングピース２２，２２の係止片ｂ，ｂをラッチボルト１６
の係止溝ａ，ａから離脱させるように、作動部材４５ａ，４５ｂが回動できるようにする
ならば、開口部４２，４２を井桁状や角形などに形成してもよいのである。
【００４０】
　また、上記の実施の形態では、ハンドル側の連設部材４７に長孔ｈ，ｈを形成し、この
長孔ｈ，ｈに係止するピン４８，４８を、作動部材４５ａ，４５ｂに連設のリンク４６，
４６に設けているが、作動部材４５ａ，４５ｂに連設のリンク４６，４６にハンドル押し
引き方向の長孔ｈ，ｈを形成し、この長孔ｈ，ｈに係止するピン４８，４８をハンドル側
の連設部材４７に設けるようにしてもよいのである。
【００４１】
　ここで、図１５～図１７に示すように、ハンドル錠４として、例えば井桁状の開口部４
２’，４２’を上下方向と左右方向で挟むように、それぞれ二組の縦向きハンドル用の操
作部材２７ａ，２７ｂと、横向きハンドル用の操作部材２８ａ，２８ｂとを、ラッチ錠９
に備えさせる一方、作動機構１５，１５の作動部材４５ａ，４５ｂを、中間位置からのハ
ンドル１１ａ，１１ｂの押し操作ならびに引き操作によって、正逆方向に回動させるよう
に構成しても、単にラッチボルト１６の取り付け向きを変更するだけで、外開きタイプと
内開きタイプの扉に兼用できるハンドル錠４を、それぞれ縦向きハンドル用と横向きハン
ドル用のハンドル錠にも構成することができる。
【００４２】
　即ち、図１６に示すように、ロッキングピース２２，２２のそれぞれに、縦向きハンド
ル用の操作部材２７ａ，２７ｂを連設すると共に、下部側の操作部材２７ａを上方に且つ
上部側の操作部材２７ｂを下方に回動させる連動部材４３Ａ，４３Ｂを、錠ケース１０に
スライド可能に設け、かつ、一方の横向きハンドル用の操作部材２８ａを上部側の操作部
材２７ｂに連設すると共に、他方の横向きハンドル用の操作部材２８ｂをピン４９によっ
て錠ケース１０に枢着し、この操作部材２８ｂと縦向きハンドル用の下部側の操作部材２
７ａとを、長孔ｉとピン５０とを介して連結するのである。
【００４３】
　そして、作動機構１５，１５として、図１５では縦向きハンドル１１ａ，１１ｂを対象
にしているので、扉面に沿わせるようにリンク５１を延設した作動部材４５ａ，４５ｂを
、開口部４２’，４２’の上下方向に延びる縦部分４２’ａ，４２’ａを通して、縦向き
ハンドル用の操作部材２７ａ，２７ｂ間に配置するように、ラッチ錠９側のハンドル取り
付け座１２，１２のそれぞれに、ピン４４を支点に回動可能に枢着すると共に、前記リン
ク５１の遊端側とハンドル側の連設部材４７とをピン５２によって連結し、かつ、ハンド
ル１１ａ，１１ｂを押し引きの中間位置に保持させるためのバネ１４，１４を、例えばハ
ンドル取り付け座１２，１２の押圧部材３０，３０と作動部材４５ａ，４５ｂとにわたっ
て設けるのである。
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【００４４】
　ハンドル１１ａ，１１ｂを横向きに取り付ける場合は、図１７に示すように、前記作動
機構１５，１５の作動部材４５ａ，４５ｂを、開口部４２’，４２’の左右方向に延びる
横部分４２’ｂ，４２’ｂを通して、横向きハンドル用の操作部材２８ａ，２８ｂ間に配
置するのである。
【００４５】
　上記の構成において、図１５及び図１６に示すように、中間位置からのハンドル１１ａ
，１１ｂの押し操作によって、いずれも作動部材４５ａ，４５ｂが下方に回動して、連動
部材４３Ａを介して上部側の操作部材２７ｂが下方に回動し、中間位置からのハンドル１
１ａ，１１ｂの引き操作では、いずれも作動部材４５ａ，４５ｂが上方に回動して、連動
部材４３Ｂを介して下部側の操作部材２７ａが上方に回動する。
【００４６】
　ハンドル１１ａ，１１ｂを扉内外の扉面に横向きに取り付けた場合は、図１７に示すよ
うに、中間位置からのハンドル１１ａ，１１ｂの押し操作によって、いずれも作動部材４
５ａ，４５ｂが操作部材２８ａを押圧することで、上部側の操作部材２７ｂが下方に回動
し、中間位置からのハンドル１１ａ，１１ｂの引き操作では、いずれも作動部材４５ａ，
４５ｂが操作部材２８ｂを回動させて、下部側の操作部材２７ａを上方に回動させるもの
で、いずれの操作によっても、一対のロッキングピース２２，２２の係止片ｂ，ｂがラッ
チボルト１６の係止溝ａ，ａから離脱することで、扉１を開扉させることができるのであ
る。
【００４７】
　しかし、このように構成した場合は、一対のロッキングピース２２，２２の係止片ｂ，
ｂをラッチボルト１６の係止溝ａ，ａから離脱させるための手段（それぞれ二組の縦向き
ハンドル用と横向きハンドル用の操作部材２７ａ，２７ｂ、２８ａ，２８ｂと、連動部材
４３Ａ，４３Ｂ）が、構成的にやゝ複雑になる。
【００４８】
　これに対して、図３および図４に示した構造であれば、図７～図１１に基づいて説明し
たように、ハンドル１１ａ，１１ｂの押し操作あるいは引き操作のいずれによっても、作
動部材４５ａ，４５ｂが同方向に回動されるので、係止溝ａ，ａからの係止片ｂ，ｂの離
脱手段（操作部材２７，２８と連動部材４３）を非常に簡素化でき、ラッチ錠９の構成が
簡単になることで、大幅なコストダウンが達成される効果がある。
【００４９】
　尚、外開きタイプと内開きタイプとに兼用できるハンドル錠４として、これを縦向きハ
ンドル専用に構成するときは、横向きハンドル用の操作部材２８は不要であり、横向きハ
ンドル専用に構成するときは、縦向きハンドル用の操作部材２７及び連動部材４３は不要
であって、ラッチ錠９の更なる簡素化とコストダウンとが達成されることは言うまでもな
い。
【００５０】
　また、実施の形態によるハンドル錠４では、デッドボルト８とシリンダ５とサムターン
７等から成る本締まり錠を備えさせているが、本締まり錠を有さずラッチ錠９のみを備え
るハンドル錠４を、本発明の適用対象にすることもできる。
【００５１】
　更に、ラッチ錠９として、いわゆる反転ラッチ式のものについて説明したが、反転しな
い構造で且つ作動部材４５ａ，４５ｂの回動に伴って、ラッチボルト１６を直接的に後退
させる構造のものを用いこともできるのである。
【００５２】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１記載のハンドル錠によれば、単にラッチボルトの取り付
け向きだけを変更するだけで、防犯上の問題を一切伴うことのないハンドル錠を、構成部
材を共通にして、外開き扉と内開き扉との両方にそのまま使用できるものを提供すること
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【００５３】
【００５４】
　従って、外開きタイプと内開きタイプの二種類のハンドル錠を、構成部材を共通にして
構成できることから、ハンドル錠の製造コストを大幅にダウンできることは勿論、部品の
管理面ならびに保管スペース面での改善も達成されるようになったのである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ハンドル錠のハンドルを縦向きに取り付けた外開き扉の正面図である。
【図２】　扉の開放端側から見たハンドル錠の側面図である。
【図３】　錠ケースの一部を破断して示すハンドル錠の正面図である。
【図４】　縦向きハンドルの縦断側面図である。
【図５】　ラッチボルトの斜視図である。
【図６】　ラッチ錠の一部を破断したハンドル錠の平面図である。
【図７】　外開き扉の内側ハンドルの押し操作状態を示す断面図である。
【図８】　外開き扉の外側ハンドルの引き操作状態を示す断面図である。
【図９】　ラッチボルに対するロッキングピースの離脱状態を示す説明図である。
【図１０】　内開き扉の内側ハンドルの引き操作状態を示す断面図である。
【図１１】　内開き扉の外側ハンドルの押し操作状態を示す断面図である。
【図１２】　ハンドル錠のハンドルを横向きに取り付けた外開き扉の部分正面図である。
【図１３】　横向きハンドル用としたハンドル錠の一部を破断した正面図である。
【図１４】　横向きハンドル用としたハンドル錠のラッチボルに対するロッキングピース
の離脱状態を示す説明図である。
【図１５】　作動機構の作動部材を正逆方向に回動させるように構成した縦向きハンドル
の縦断側面図である。
【図１６】　縦向きハンドル用としたハンドル錠の一部の破断正面図である。
【図１７】　横向きハンドル用としたハンドル錠の一部の破断正面図である。
【符号の説明】
　１…扉、９…ラッチ錠、１１ａ，１１ｂ…ハンドル、１２，１３…ハンドル取り付け座
、１４…ハンドルの中間位置保持バネ、１５…作動機構、１６…ラッチボルト、２７…縦
向きハンドル用の操作部材、２８…横向きハンドル用の操作部材。
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